
商品概要説明書

1.商品名
カードローン Nice Support 50

2.ご利用いただける方
次の条件をすべて満たされる個人で保証会社の保証が得られる方

・申込時の年齢が満20歳以上69歳以下の方

・収入のある方（ｱﾙﾊﾞｲﾄ、ﾊﾟｰﾄ、年金受給者、専業主婦の方もご利用いただけます）

※専業主婦の方は、配偶者に収入があることが条件となります。

・居住地または勤務先が当行営業エリア内にある方

・ご自宅に固定電話がある方、もしくは携帯電話をお持ちの方

・以下に該当する方は受付不可とさせていただきます。

①お申込みされる方が本人以外の方

②当行の営業エリアに居住または勤務されていない方

③暴力団または暴力団に準ずる反社会的勢力に関係のある方

④学生の方（アルバイト収入がある学生も受付不可）

⑤事業性資金、ギャンブルやマルチ商法が関係する投資目的等が資金使途の方

3.お使いみち 自由

（但し、事業性資金、ギャンブルやマルチ商法が関係する投資目的等にはご利用いただけません）

4.ご利用限額（極度枠） 10万円～500万円（10万円単位）

5.ご融資利率
固定金利 9.8％（保証料込）

6.金利特典 当行で住宅ローンをご利用いただいている方は「5.ご融資利率」の金利より年0.5％引き下げさせて
いただきます。

7.ご利用方法

(お借入れ方法) ・ＡＴＭでのお借入れ
「Nice Support 50」専用カードを利用して、当行のＡＴＭ、ゆうちょ銀行ＡＴＭの他、全国の 銀行、
提携コンビニＡＴＭ（セブン銀行ＡＴＭ、Ｅ—ｎｅｔＡＴＭ）よりお借入れいただけます。

（ＡＴＭでのお借入れ操作方法は、ご預金の「お引出し」と同じ操作です）
・初回振込サービス

当初ご契約時に限り、ご返済用口座にお客さまのご利用限度額の範囲内で、ご希望金額をお振込
みいたします。

8.ご返済日 毎月5日（銀行が休業日の場合は翌営業日）

9.ご返済方法

・約定返済（口座引落）

前月のご返済日（5日）のご利用残高（貸越元金のお利息を組入れた残高）に応じた下表の返済額
がご返済用口座から自動返済されます。
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前月の約定日残高 返済額 前月の約定日残高 返済額

50万円以下 5千円 200万円超300万円以下 4万円

50万円超100万円以下 1万円 300万円超400万円以下 5万円

100万円超150万円以下 2万円 400万円超 6万円

150万円超200万円以下 3万円



9.ご返済方法 ・随時返済（直接入金）
約定返済とは別に「Nice Support 50」専用カードを利用して、当行のＡＴＭ、ゆうちょ銀行ＡＴＭ
の他、提携コンビニＡＴＭ（セブン銀行ＡＴＭ、Ｅ—ｎｅｔＡＴＭ）で随時ご返済することができます。
※貸越残高を全額ご精算される場合は、店頭窓口でのお手続きが必要となります。
【ご注意事項】

・毎月のご返済を1回でも遅延された場合は、遅延分をご返済いただくまで新たなお借入れ
はできません。

・ご利用明細（お借入れやご返済の履歴）は、郵送いたしませんのでご了承ください。
なお、ご利用明細については、インターネットバンキング（別途申込が必要）または店頭（別途所
定の手数料が必要）にてご確認いただけます。

10.利息の計算方法
・お利息の計算は、毎日の最終残高について付利単位を100円とし、1年を365日とする日割り 計
算です。

・利息は前月約定返済日から当月約定返済日の前日までの毎日の最終残高の累計額に金利を
乗じて算出します。

※毎月5日（銀行休業日の場合は翌営業日）に、上記により算出される利息をお借入残高に組み
入れるものとします。

11.ご契約期間 1年（以後、1年毎に審査のうえ契約更新） ※但し、満70歳以上での更新は行いません。

12.担保・連帯保証人 不要です。

13.保証会社 九州総合信用株式会社

14.保証料 ・保証料は金利に含まれています。
・お客さまから銀行へお支払いいただく利息の中から銀行が保証会社へお支払いいたしますの
で、お客さまから保証会社へお支払いいただく必要はございません。

15.手数料等 ・ご契約時に収入印紙代200円が必要です。

・九州総合信用株式会社「Nice Support 50」専用カードの発行手数料は不要です。

但し、紛失等による再発行の際には所定の手数料が必要です。

・ＡＴＭでお借入れやご返済をされる場合、時間帯等により所定の手数料が必要な場合がござい
ます。詳しくは窓口等でご確認ください。

16.正式なお申込時に
必要となるもの

・通帳、お届け印
（通帳をお持ちでない方は、ご契約時までにご返済用の通帳を新規に作成いただきます）

・ご本人確認資料（運転免許証等の顔写真付公的資料）
・年収確認資料（ご契約が50万円を超える場合は必要となります。）

給与所得者の方・・・所得証明書または源泉徴収票の写し
会社経営者の方・・・所得証明書の写し
個人事業主の方・・・税務署発行の納税証明書（その2）または確定申告書の写し

※その他の資料をご提供いただく場合もございますので、予めご了承ください。

17.指定紛争解決機関 当行が契約している指定紛争解決機関は一般社団法人全国銀行協会です。
全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号：０５７０-０１７１０９または０３－５２５２－３７７２

18.その他 ・お申込みに際しては、当行及び保証会社の審査があります。

・審査結果によってはご希望にそえない場合がございます。その場合、お断りする理由について
はお答えできませんので予めご了承ください。

（2/2）


